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令和５年 10 月 10 日  

廃棄物処理施設に関する全員協議会 会議録（要約） 

【内容】：時系列に沿って、町執行部・上益城広域連合・企業の認識を確認 

 

1. 「熊本中央一般廃棄物処理施設整備促進協議会」及び「上益城広域連合」に

よる以前の計画について 
 

① 計画策定の主体はどこで、事業実施主体はどこか 

  平成 27 年度から令和 3 年度まで、５町１村（御船町・嘉島町・益城町・

甲佐町・山都町・西原村）・3 衛生施設組合で組織されていた「熊本中央

一般廃棄物処理施設整備促進協議会」において協議を進めていた。 

  平成30年度に西原村が本協議会から脱退したことにより規約を改正し、

協議会は上益城 5 町の枠組みになった。 

  協議会が上益城５町の枠組みになったことにより、令和 2 年度より上益

城広域連合に施設整備係を設置し、事業用地の取得などを進めてきた。 

  令和 3 年度末をもって「熊本中央一般廃棄物処理施設整備促進協議会」

が解散したことにより、以前の計画については、「上益城広域連合」が引

き継いでいる。 

 

② 「熊本中央一般廃棄物処理施設整備促進協議会」とはどのような協議会か 

  （資料２「旧熊本中央一般廃棄物処理施設整備促進協議会」規約参照） 

  ５町の町長、議長、山都町議会においては厚生常任委員会代表、管内３

衛生施設組合の議会正副議長などが委員となっている任意の協議会。 

  目的は「一般廃棄物の共同処理方策について協議し、適正かつ効率的な

処理体制の構築を図ること」 

  役割(事業)は以下の４点 

（１）一般廃棄物処理に向けた事務の合理化に関すること 

（２）一般廃棄物の広域的な処理及び施設整備の調査、研究に関するこ

と 

（３）一般廃棄物処理基本計画等の策定に関すること 

（４）各号に掲げるもののほか目的達成に必要なこと 

 

③ 以前の計画はどのような計画か 

  （資料５、令和３年２月開催「熊本中央一般廃棄物処理施設整備促進協

議会」会議資料参照）なお、会議資料に記載はないが、焼却施設は「日
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量８０ｔ規模」、リサイクル施設は「日量１５ｔ規模」、最終処分場の埋

め立面積は「３．８万㎥」、し尿処理施設は「日量８０㎘」で計画してい

た。 

 

④ 当初、複数の施設整備候補地が選定されていたが、それらはどのような手続

きで選定されたのか 

  （資料３参照）上益城５町と西原村で、当初公募を行った時の回覧板用

のチラシ参照。結果、公募による申し込みは御船町の４か所（ひむき、

古閑原古閑迫、南田代第４、釜出吹野）、甲佐町の１ヶ所（上早川）、計

５か所加えて、各町からの推薦地５か所を含め、計 10 か所が候補地と

なった。 

 

⑤ その中から最終施設整備候補地はどのような手続きで決定したのか 

  （資料４参照）有識者や学識経験者、行政関係者、地域の代表者等で建

設候補地評価委員会を組織し、その委員会で、建設候補地が適正である

かどうかの評価を行った。 

  評価にあたっては、将来的な施設の安定稼働が特に重要であるとされ、

事前に活断層との位置関係について評価し、続く１次・２次評価では、

法規制の確認、用地条件、環境保全関連、生活環境条件等の立地条件や

経済性の側面から点数化を行った。また現地視察により現況の把握に努

め、十分な議論を重ねたうえで、建設用地としての適性について評価が

行われた。 

  結果、評価委員会からの答申として最終的に、『④益城クリーンセンタ

ー周辺』及び『⑦古閑原、古閑迫地区』の 2 ヶ所が、建設候補地として

評価が高いと判断された。 

  その後、H30.2.15 に「熊本中央一般廃棄物処理施設整備促進協議会」が

開催され、最終施設整備候補地について協議がなされ、最終候補地の決

定については、管理者である町村長に一任するということになった。 

  H30.5.9 に開催された町村長会議での町村長間協議において、評価委員

会の答申内容を最大限に尊重し、併せて各町からの収集運搬の効率、有

効面積、造成費等の側面及び、本事業にとって必要不可欠である地域住

民や地権者との合意形成の難易度などを踏まえ総合的に検討を行った

結果、御船町の「古閑原、古閑迫地区」が最終施設整備候補地として選

定され、H30.5.17 に開催された「熊本中央一般廃棄物処理施設整備促進

協議会」において、報告・承認を受けた。 
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2. 民間事業者による新たな計画提案について 

 

① 民間企業から提案されたとされる新たな計画だが、初めに、だれが、いつ、

どこに対して計画を提案したのか。 

  令和 2 年 12 月に、石坂グループと大栄環境から熊本県に対し、県内で

発生する廃棄物の処理を県内で適切に処理できる廃棄物処理施設を県

内に整備し、その廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏の構築を目

指したい旨の相談をした。 

  九州では熊本県のみに対して提案した。 

 

② その計画について、御船町はいつ、どのようにして知ったのか。 

  令和３年３月２９日に上益城の５町長が熊本県より、事業者の事業概要

について説明を受けている。 

 

③ 当初提案された新たな計画の内容はどのようなものか 

  （資料６参照）なお、この資料の内容はあくまでも当初の提案資料であ

り、その後の５町等との協議により、より良い計画へと改善を続けてい

る。 

 

④ 新たな計画の提案を受けて、以前の計画から新たな計画へと計画の変更を

行ったのか 

  平成２８年３月上益城５町において策定された「一般廃棄物広域処理基

本計画」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項の規定に

基づくものであり、この基本計画については、現時点で変更や廃止はし

ていない。 

 

⑤ 新たに提案された計画を、なぜ即座に町民、上益城広域連合議会、関係各町

議会などに説明しなかったのか。 

  議会や住民に説明をするためには、事業者の実績や提案された事業計画

が正式な協議に値するものなのかを確認する必要があり、議会や住民に

説明をするためにも、５町長と熊本県において時間をかけて調査・検討

を行った。 
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3. 新たな計画に対する検討の経緯から「覚書」締結までについて 

 

① 新たな計画について、いつ、誰が、どのような調査、検討等を行ったのか。 

  令和３年３月２９日に５町長が熊本県から事業提案の説明を受けてか

ら、５町長間での協議や熊本県及び民間事業者との協議を重ねながら、

類似事業施設の現地視察や施設が稼働している自治体の首長との意見

交換などを実施し、事業計画の調査検討が行われた。 

 

② 新たな計画に対する調査、検討の結果に対して、いつだれがどのような評価

を行ったのか。 

  ５町長において、財政的なメリット、最終処分場の整備を行わないなど

環境面に対するメリット、地域経済への効果が見込める事業であるとの

評価がなされ、令和３年８月３日に当該事業を検討する方向性が確認さ

れた。 

 

③ 令和３年３月２９日に新たな事業提案の説明を受けてから、令和３年８月

３日に新たな事業を検討する方向性が確認されたとのことだが期間が長い

のではないか。その間に上益城広域連合や町執行部での協議・情報共有等は

されていなかったのか。 

  期間について長いかどうかは評価が分かれるところではあるが、住民に

影響が大きい業態業種であることから充分な時間を要し、5 町の町長と

県のみで正式に新たな計画について協議を始めることが出来るか等に

ついての検討が行われていた。 

  その間、上益城広域連合や御船町執行部としての情報共有はなく、水面

下の協議等も行われていない。 

 

④ 令和 3 年 8 月 3 日の評価に基づき、新たな計画について町民、上益城広域

連合議会、関係各町議会に加え、町職員にも説明しなければならないが、説

明前の新聞報道や取材等により予定が変わったのか。 

  本件については「５町首長が議会や住民に対して説明を行おうとしてい

た直前に新聞報道があった」というのが事実だが、新聞報道等により説

明のスケジュール等を大きく変更したことはない。 
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⑤ 新たな計画について協議を始める方向性が確認された令和 3 年 8 月 3 日か

ら、新聞報道があった令和 3 年 9 月 29 日までの間に広域連合や町執行部と

5 町首長や県とで、情報共有や協議は行われたのか。 

（時系列順に以下のとおり） 

  ９月 27 日に 5 町の廃棄物担当部署、広域連合及び各組合の職員に対し

て、新たな計画について協議を始めることについて説明があり、９月 29

日に熊本中央一般廃棄物処理施設整備促進協議会及び各町議会に対し、

同内容について報告及び説明する予定であった。 

  ９月 29 日地元紙朝刊に予期しない報道が掲載された。 

  ９月 29 日に、予定通り熊本中央一般廃棄物処理施設整備促進協議会及

び各町議会に説明を行った。 

 

⑥ その結果、ほとんどの町民が新聞報道で新たな計画について知ることにな

ったわけだが、その事実についてはどのように受け止めているのか。また、

そのことでどのような影響が生じたと考えるか。 

  このことについては、令和４年６月議会における町長答弁を引用する。

「計画変更の協議が開始される事実を報道により知る事なるなど、多く

の皆様に大変なご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げる次

第であります。情報管理と情報公開の時期、順序に関する判断に対しま

しては、大きな課題が残ったと私自身も思っております。この件に関し

ては、改めてお詫びを申し上げます。また、新聞報道に関する影響です

が、議会や町民の皆様への説明の前に新聞報道がなされたことにより、

当該事業計画の変更に至った経緯に対する不信感が生じたと認識して

おります。」 

 

⑦ その後、新たな事業を提案した企業とエネルギー回収施設等検討に関する

「覚書」を交わしたが、この覚書はどのような内容、どのような意味を持つ

覚書で、なぜ覚書を交わしたのか。 

  （資料７「覚書」参照）議会や住民に正確な説明を行うに当たり、民間

事業者が提案した施設種類や事業規模等の前提条件を正式に確認する

必要があったので、令和３年１０月１日に熊本県知事立会いのもと、５

町と民間事業者が「エネルギー回収施設等検討に関する覚書」を締結し

た。 
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  覚書締結の目的は、民間事業者と５町が事業内容や協議・検討する事項

を確認することであり、事業実施に係る５町の同意を確認したものでは

ない。 

  覚書の内容は記載されている通り、施設の整備について協議を開始する

ことに合意したもの。いわばスタートという認識。 

 

4. 新たな計画に対する「覚書」締結から、「環境アセスメント実施

等に向けた基本協定書」締結までについて 

① 覚書を交わした後から、「環境アセスメント実施等に向けた基本協定書」締

結までの間について、いつ、誰が、誰に対してどのような説明会などを行い、

どのような協議、検討、調査等を行ったか。 

  （資料１参照）なお、広域連合は、当初から御船町内で行われた住民説

明会に対して、説明者として同席。事業者は視察や説明会において町議

会や住民に事業者として説明。 

② 「環境アセスメント実施等に向けた基本協定書」とはどのような内容か。ま

た、どのような意味を持つ協定書で、なぜ協定書を交わしたのか。 

  （資料８「環境アセスメント実施等に向けた基本協定書」参照）当該事

業における環境面での影響を評価するに当たり、事業者が「環境アセス

メント」を実施するために締結したもの。 

  協定書の基本方針は、本事業で整備する施設の概要や場所、その他

様々な事項が記載されており、環境アセスメントの結果、５町が本事

業の計画を適切であると判断した場合、事業者と５町等は、改めて環

境保全協定及び立地協定を締結するものとされている。 

③ 環境アセスメントとはどのようなもので誰が行うのか、どのような効力が

あるのか 

  （資料９参照）環境アセスメントとは、開発事業の内容を決めるに当た

って、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、予め事業者自

ら調査、予測、評価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共

団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境保全の観点からより良

い事業計画を作り上げていこうという制度。 

  今回の環境アセスメントは、熊本県環境影響評価条例に基づき実施され

ているもので、条例上、事業の可否を決定するものではない。しかしな

がら、環境アセスメントの評価の結果、必要な対策が講じられない或い

は対策を講じても著しい環境影響を回避できない場合は、事業自体を適

切と判断することは出来ないと考える。 
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  事業者側の認識だが、環境アセスメントの手続きでは、評価書の段階で、

知事は必要に応じて環境保全上の措置を事業者に要請することが出来

る。事業者としてはこの環境保全上の措置を適切に行い、事業を実施し

ていくことになるが、環境アセスメントの結果、環境保全措置を講じた

としても環境への重大な影響が避けられないという場合においては、事

業を断念せざるを得ない可能性もある。 

④ 環境アセスメントに執行部及び上益城広域連合はどのようにかかわってい

くのか、また、町民はどのようにかかわることができるのか。 

  施設の立地が計画されている本町は、当該事業による環境影響が最小限

となるよう事業者に求めて行く立場である。熊本県環境影響評価条例に

基づき、本町は環境影響を受ける範囲にある町としての意見を、熊本県

知事に対し、説明会での住民の皆様の意見なども踏まえながら、環境ア

セスメントの段階毎に提出すし、また、事業者が行う環境アセスメント

の説明会や調査の進捗状況など住民の関心を高めるための広報を行っ

ていく。 

  環境アセスメントに対して、一般の方は事業者へ直接環境の保全に関す

る意見書を提出することができる。 

  上益城広域連合としては、「造成工事」を担っていく予定である。環境ア

セスメントの中で示される配置図等の工事計画に対して、近隣住民の方

が不安視されている点があり、民間事業者による説明に加えて、広域連

合としても適宜説明等を行っていく。 

⑤ 環境アセスメントの結果に対して、町執行部はどのような対応を予定して

いるのか。 

  事業者は環境アセスメントの評価に基づき、環境影響を軽減するための

環境保全対策を講じる。本町はその対策が講じられることで、法律の規

制をクリアするだけでなく、更にどの程度環境影響の軽減が図られるか

を確認する。また、町としては事業者独自では対策を講じることができ

ない、周辺道路などのインフラ整備や維持管理などについて、しっかり

と対策を講じる必要があると考えている。 

⑥ 執行部及び広域連合は新たな計画を推進しているのか。 

  執行部としては、当該事業は、上益城５町の財政面の負担軽減が図られ

るだけでなく、施設の立地が予定されている本町としては、最終処分場

を整備しないこと、し尿処理場を整備しない事、および、従来の施設に

比べ、焼却場における厳しい排出基準を設ける事等による地元地域の環

境負荷軽減が図れる計画であると評価している。 

  加えて、固定資産税、雇用確保やエネルギー活用の可能性など大きなメ

リットがあることに加えて、巨額の設備投資や維持管理を行う必要がな

くなるということは、町の一般廃棄物処理が今後安定的に行えるだけで

なく、町独自の行政サービスなどに予算が使えることになる。 
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  このように、町執行部は当該計画を従前の計画に比べて、より良い計画

であると評価しているので、当該計画への変更を進めていく立場にある

と言えるが、事業は決定したものではなく、事業者が行う環境アセスメ

ント調査や評価に基づく環境保全対策が適正に行われるかを注視して

いく必要がある。 

  広域連合としては、環境アセスメント完了後において、環境保全協定や

立地協定等が締結された時に事業実施が確定するので、その後の判断と

なるが、この新たな計画が５町にとって、より良い計画であると考える

ので、事業者と連携して事業を進めて行くこととしている。 

  財政面におけるメリットが一番の理由ではあるが、今後の行政運営にお

いても、廃棄物処理のみならず、様々な分野において、民間事業者との

連携体制が必要不可欠であると考える。 

  ごみ処理分野においても、民間事業者の企業努力や技術開発により、国

内のリサイクル率やエネルギー還元率も以前に比べて格段に高まって

おり、今後も向上していくものと思われる。 

  広域連合を構成する５町の行政においても、事業者の監視体制はしっか

り行いながらも、一般廃棄物と産業廃棄物の垣根を越えて、民間事業者

と連携して地域のごみ処理を行っていくことが、地域にとって効果的な

取組であると考える。 

 

5. その他 

① 一般住民の方が「一日大型車が 660 台通行する。従来の計画では 80 トンだ

ったものが 1,300 トンになった…」などと記載された文書が議会広報に掲

載されたが、計画上正しい数値なのか。 

  計画上の数値は、産業廃棄物運搬大型車が54台・中型車小型車が46台、

一般廃棄物の車両が現状の３施設合計で 230 台、総計 330 台となってい

る。計画上、大型車が一日 660 台通行するという数値はどこにもなく、

そのように記載された根拠は不明。大型車を含めたすべての車両を合計

し、往復として 2 倍にすれば 660 台となるのでそのような計算をされた

のではないかと推察する。 

  80 トンは、おそらく従前の計画の焼却量が 80 トンなのでその数値では

ないかと推察するが、その数値に対比する 1,300 トンという数値は新た

な計画にはでてこない。新施設の焼却施設における計画量４００ｔに加

え、リサイクルの最大処理能力９００ｔを含めての数値ではないかと推

察する。 

② 新たな計画で利用水処理に関して「クローズドシステム」とあるがどのよう

なシステムか。 
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  処理水、廃棄物に触れた水を一切放流せず集めて施設の中で使い切って

しまうシステム。汚れた水は全て集めて焼却炉に噴霧したり、一部、中

間水として再利用したり蒸発させたりして一切外に出さないというの

がクローズドシステム。それ以外の敷地の中に降った雨水などは調整池

の方に導いて上澄みだけを流すといった計画になっている。 

③ 環境アセスメントは方法書段階となり現地調査等が始まると思うが、調査

の結果公表はどのような形で行われるのか。 

  今は方法書段階で、調査の内容を追加しながら、来年の１月ぐらいから

丸１年間かけて実際の調査を行う。その調査結果の公表が準備書段階と

なる。順調にいけば令和７年度６月ぐらいにこの準備書が出てくる。 

  公表の方法は、個別の調査結果をそれぞれ発表するのではなく、すべて

の調査結果を一冊にまとめ、web 上や閲覧場所での閲覧、ダウンロード

等により公表し、公表期間内に説明会を開始するという形をとる。ただ

し、準備書の公表までには時間があるので、定められた手続き以外に、

方法書段階で頂いた県知事等の意見を受けて決定した調査方法等につ

いて、何らかの方法で公表したいと考えている。 

④ 廃棄物処理施設整備については従前の計画も生きているとの説明があった

が、なぜ従前の計画策定主体である「熊本中央一般廃棄物処理施設整備促進

協議会」を解散したのか。 

  従前の計画は上益城広域連合が事務を引き継いでいる。新たな計画につ

いては民間事業者が進めることになるので、当時の協議会における協議

で、協議会の役割は終えたとして解散することになった。 




















































































